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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
七
号

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
海
上
運
送
法
に
基
づ

く
安
全
統
括
管
理
者
資
格
者
証
及
び
運
航
管
理
者
資
格
者
証
に
関
す
る
省
令
（
令
和
六
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
三
号

）
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十

条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
上
運
送
法
に
基
づ
く
安
全
統
括
管
理
者
試
験
及
び
運
航
管
理
者
試
験
の
内
容
及
び
方

 

法
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
土
交
通
大
臣　

斉
藤　

鉄
夫

　
　
　

海
上
運
送
法
に
基
づ
く
安
全
統
括
管
理
者
試
験
及
び
運
航
管
理
者
試
験
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
等
を
定
め
る

 

告
示

第
一
条　

海
上
運
送
法
に
基
づ
く
安
全
統
括
管
理
者
資
格
者
証
及
び
運
航
管
理
者
資
格
者
証
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「

 

省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
告
示
で
定
め
る
科
目
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

 

第
二
条　

省
令
第
九
条
の
告
示
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

安
全
統
括
管
理
者
試
験
の
期
日
（
当
該
安
全
統
括
管
理
者
試
験
を
随
時
実
施
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
）

二　

安
全
統
括
管
理
者
試
験
を
行
う
場
所
（
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
（
第
六
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て

「
電
子
計
算
機
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
任
意
の
場
所
か
ら
受
験
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

 ）
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三　

省
令
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
提
出
期
限

四　

安
全
統
括
管
理
者
試
験
の
実
施
方
法
（
第
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
又
は
指
定
試

 

験
機
関
が
選
択
し
た
も
の
を
い
う
。
）

 

第
三
条　

省
令
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
八
条
の
告
示
で
定
め
る
科
目
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
条　

第
二
条
の
規
定
は
、
省
令
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
九
条
の
告
示
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
三
号
中
「
省
令
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
省
令

 

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

第
五
条　

省
令
第
二
十
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
内
容
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

安
全
統
括
管
理
者
試
験
及
び
運
航
管
理
者
試
験
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
試
験
」
と
い
う
。
）
の

問
題
の
内
容
は
、
次
の
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
当
該
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
知

 

識
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
適
切
に
評
価
す
る
た
め
に
最
低
限
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

総
合
安
全
統
括
管
理
者
試
験　

旅
客
運
送
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
そ
の
他
事
業
の
態
様
に
か
か

 

わ
ら
ず
、
当
該
事
業
に
お
け
る
安
全
統
括
管
理
者
の
職
務
に
関
し
共
通
し
て
必
要
な
も
の

ロ　

大
型
船
舶
安
全
統
括
管
理
者
試
験　

小
型
船
舶
以
外
の
船
舶
の
み
を
そ
の
用
に
供
す
る
旅
客
運
送
船
舶
運
航

事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
そ
の
他
事
業
の
態
様
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
業
に
お
け
る
安
全
統
括
管
理
者
の
職

 

務
に
関
し
共
通
し
て
必
要
な
も
の
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ハ　

小
型
船
舶
安
全
統
括
管
理
者
試
験　

小
型
船
舶
の
み
を
そ
の
用
に
供
す
る
旅
客
運
送
船
舶
運
航
事
業
の
用
に

供
す
る
船
舶
そ
の
他
事
業
の
態
様
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
業
に
お
け
る
安
全
統
括
管
理
者
の
職
務
に
関
し
共

 

通
し
て
必
要
な
も
の

ニ　

総
合
運
航
管
理
者
試
験　

旅
客
運
送
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
そ
の
他
事
業
の
態
様
に
か
か
わ
ら

 

ず
、
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
に
係
る
運
航
管
理
者
の
職
務
に
関
し
共
通
し
て
必
要
な
も
の

ホ　

大
型
船
舶
運
航
管
理
者
試
験　

旅
客
運
送
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
そ
の
他
事
業
の
態
様
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
小
型
船
舶
以
外
の
船
舶
に
係
る
運
航
管
理
者
の
職
務
に
関
し
共
通
し
て
必

 

要
な
も
の

ヘ　

小
型
船
舶
運
航
管
理
者
試
験　

旅
客
運
送
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
そ
の
他
事
業
の
態
様
に
か
か

 

わ
ら
ず
、
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
小
型
船
舶
に
係
る
運
航
管
理
者
の
職
務
に
関
し
共
通
し
て
必
要
な
も
の

 

二　

試
験
の
問
題
の
数
は
、
前
号
の
評
価
の
た
め
に
必
要
最
小
限
、
か
つ
、
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

三　

試
験
の
問
題
ご
と
の
配
点
は
、
な
る
べ
く
均
等
に
す
る
こ
と
。

 

四　

試
験
の
時
間
は
、
第
一
号
の
評
価
の
た
め
に
必
要
最
小
限
、
か
つ
、
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

第
六
条　

省
令
第
二
十
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
方
法
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

試
験
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
二
回
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合

 

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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二　

試
験
の
出
題
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
試
験
に
出
題
さ
れ
る
内
容
が
事
前
に
特
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
前

条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
問
題
の
数
を
相
当
数
上
回
る
数
の
問
題
を
事
前
に
用
意
す
る
と
と
も
に
、

 

問
題
が
適
切
に
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

三　

試
験
は
、
筆
記
の
方
法
又
は
電
子
計
算
機
等
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四　

電
子
計
算
機
等
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
試
験
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
試
験
に
用
い
る
電
子
計
算
機
等

 

の
故
障
対
応
及
び
操
作
方
法
の
説
明
等
に
備
え
、
直
ち
に
技
術
的
援
助
が
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

五　

試
験
に
関
す
る
不
正
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

イ　

本
人
確
認
の
措
置
そ
の
他
の
不
正
行
為
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

ロ　

自
己
又
は
他
人
の
た
め
、
不
正
な
方
法
に
よ
り
当
該
試
験
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
対
し
て
、

 

そ
の
受
験
を
停
止
さ
せ
、
又
は
そ
の
試
験
を
無
効
と
す
る
措
置

六　

離
島
そ
の
他
受
験
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
に
在
住
す
る

者
に
対
し
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
試
験
の
実
施
場
所
の
確
保
そ
の
他
の
便
宜
の
提
供
が
行
わ

 

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
正
性
及
び
公
平
性
の
観
点
か
ら
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
試
験
を

 

行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

試　

験　

の　

区　

分

科　
　
　
　
　
　
　

目

 

１　

総
合
安
全
統
括
管
理
者
試
験

１　

輸
送
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
科
目

 

２　

大
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目

 

一　

水
上
交
通
に
関
す
る
基
礎

　

二　

気
象
、
海
象
そ
の
他
の
事
情
及
び
運
航
の
可
否

 

に
係
る
判
断

 

　

三　

航
海
の
安
全
の
確
保

 

３　

小
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目

 

　

一　

水
上
交
通
に
関
す
る
基
礎

　

二　

気
象
、
海
象
そ
の
他
の
事
情
及
び
運
航
の
可
否

 

に
係
る
判
断

 
　

三　

航
海
の
安
全
の
確
保

 
４　

大
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科
目

 

　

一　

船
体
及
び
設
備

 

　

二　

船
員
の
配
置
及
び
教
育
訓
練
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５　

小
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科
目

 

　

一　

船
体
及
び
設
備

　

二　

船
員
の
配
置
及
び
教
育
訓
練

 

２　

大
型
船
舶
安
全
統
括
管
理
者
試
験

１　

輸
送
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
科
目

 

２　

大
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目

 

一　

水
上
交
通
に
関
す
る
基
礎

　

二　

気
象
、
海
象
そ
の
他
の
事
情
及
び
運
航
の
可
否

 

に
係
る
判
断

 

　

三　

航
海
の
安
全
の
確
保

 

３　

大
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科
目

 

　

一　

船
体
及
び
設
備

　

二　

船
員
の
配
置
及
び
教
育
訓
練

 

３　

小
型
船
舶
安
全
統
括
管
理
者
試
験

１　

輸
送
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
科
目

 
２　

小
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目

 

　

一　

水
上
交
通
に
関
す
る
基
礎

　

二　

気
象
、
海
象
そ
の
他
の
事
情
及
び
運
航
の
可
否
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に
係
る
判
断

 

　

三　

航
海
の
安
全
の
確
保

 

３　

小
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科
目

 

　

一　

船
体
及
び
設
備

　

二　

船
員
の
配
置
及
び
教
育
訓
練

 

備
考

１　

大
型
船
舶
安
全
統
括
管
理
者
試
験
の
合
格
者
が
総
合
安
全
統
括
管
理
者
試
験
を
受
け
る
場
合
の
科
目
は
、
こ

の
表
に
掲
げ
る
科
目
か
ら
、
大
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目
及
び
大
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科

 

目
を
除
い
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

小
型
船
舶
安
全
統
括
管
理
者
試
験
の
合
格
者
が
総
合
安
全
統
括
管
理
者
試
験
を
受
け
る
場
合
の
科
目
は
、
こ

の
表
に
掲
げ
る
科
目
か
ら
、
小
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目
及
び
小
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科

 

目
を
除
い
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

　

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

試　

験　

の　

区　

分

科　
　
　
　
　
　
　

目

 

１　

総
合
運
航
管
理
者
試
験

１　

輸
送
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
科
目
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２　

大
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目

 

一　

水
上
交
通
に
関
す
る
基
礎

　

二　

気
象
、
海
象
そ
の
他
の
事
情
及
び
運
航
の
可
否

 

に
係
る
判
断

 

　

三　

航
海
の
安
全
の
確
保

 

３　

小
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目

 

　

一　

水
上
交
通
に
関
す
る
基
礎

　

二　

気
象
、
海
象
そ
の
他
の
事
情
及
び
運
航
の
可
否

 

に
係
る
判
断

 

　

三　

航
海
の
安
全
の
確
保

 

４　

大
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科
目

 

　

一　

船
体
及
び
設
備

 
　

二　

船
員
の
配
置
及
び
教
育
訓
練

 
５　

小
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科
目

 

　

一　

船
体
及
び
設
備

　

二　

船
員
の
配
置
及
び
教
育
訓
練
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２　

大
型
船
舶
運
航
管
理
者
試
験

１　

輸
送
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
科
目

 

２　

大
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目

 

一　

水
上
交
通
に
関
す
る
基
礎

　

二　

気
象
、
海
象
そ
の
他
の
事
情
及
び
運
航
の
可
否

 

に
係
る
判
断

 

　

三　

航
海
の
安
全
の
確
保

 

３　

大
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科
目

 

　

一　

船
体
及
び
設
備

　

二　

船
員
の
配
置
及
び
教
育
訓
練

 

３　

小
型
船
舶
運
航
管
理
者
試
験

１　

輸
送
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
科
目

 

２　

小
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目

 

　

一　

水
上
交
通
に
関
す
る
基
礎

　

二　

気
象
、
海
象
そ
の
他
の
事
情
及
び
運
航
の
可
否

 
に
係
る
判
断

 

　

三　

航
海
の
安
全
の
確
保

 

３　

小
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科
目
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一　

船
体
及
び
設
備

　

二　

船
員
の
配
置
及
び
教
育
訓
練

 

備
考

１　

大
型
船
舶
運
航
管
理
者
試
験
の
合
格
者
が
総
合
運
航
管
理
者
試
験
を
受
け
る
場
合
の
科
目
は
、
こ
の
表
に
掲

げ
る
科
目
か
ら
、
大
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目
及
び
大
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科
目
を
除
い

 

た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

小
型
船
舶
運
航
管
理
者
試
験
の
合
格
者
が
総
合
運
航
管
理
者
試
験
を
受
け
る
場
合
の
科
目
は
、
こ
の
表
に
掲

げ
る
科
目
か
ら
、
小
型
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
科
目
及
び
小
型
船
舶
の
施
設
及
び
船
員
に
関
す
る
科
目
を
除
い

 

た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附　

則

　

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
五
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
旅
客
運
送
船
舶

 

運
航
事
業
」
と
あ
る
の
は
、
「
人
の
運
送
を
す
る
船
舶
運
航
事
業
」
と
す
る
。

 　


